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 ○学校教育目標 

 ○チャレンジ目標 

 ○生徒会スローガン 

  

○常盤中校区でめざす子ども像 

「学び合い  支え合って生きる」 

「気持ちよい挨拶･心磨く掃除･時間厳守」 

「 Infinity(無限大)∞  

～一人でできないことでも、みんなとなら～」 

「地域を愛し、心豊かにたくましく生きる子ども」 

 

 

【ＪＯＢフェア『みらいＷａｌｋｅｒ ＵＢＥ』】  
 

昨年度に引き続き宇部市教育委員会主催の 

『みらいＷａｌｋｅｒ ＵＢＥ』が、市内の 

中学２年生を対象に９月２８日・２９日に開 

催されました。 

本校２年生も９月２９日に参加し、宇部市にある様々な企業の仕事内容や魅力につい

て知る良い機会となりました。 

将来、この行事に参加した宇部市の中学生が、宇部市の企業に就職したり、宇部市で

起業したりして、宇部市を担う人材として活躍することを期待したいものです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

◆常盤湖について◆ ～ちょっとひと休み～ 
 先日、恩田地区社会教育推進委員会において、「常盤湖」の歴史について子どもたちや地

域の方に知っていただき、地域を愛する心を育成したい旨の話がありました。この「常盤湖」

は、宇部市民に広く親しまれており、常盤中学校区だけでなく宇部市の宝でもあります。 

その「常盤湖」の歴史については、市のＨＰによると 1698 年(元禄 11 年)に築堤、1701 年

(元禄 14 年)に溜水、用水路工事、検地等関連作業が完成し、約 300ha の水田を灌漑するこ

とができ、築造当時、米の生産量は 40 万 kg から 125 万 kg となり、年間 5000 人分以上の食

料増産となったようです。 

また、常盤湖を有する常盤公園は、2008 年(平成 20 年)に「近世萩藩の新田開発に伴って

造成された人造湖を母胎とし、その後、自然風景を活かした景勝地として発展を遂げた都市

公園で、現在でも宇 

部市民に広く親しま 

れている。地元の実 

業家による土地購入 

活動・寄贈の下に開 

設に至った公園であ 

りその造園史上の意 

義は深く、造園文化 

に果たす役割が大き 

い」という理由によ 

り、国の登録記念物 

に登録されました。 

 更に、2016 年(平 

成 28 年)には、右記 

のとおり【世界かん 

がい施設遺産】に登 

録され、灌漑施設の 

維持管理に関する意 

識向上に寄与すると 

ともに、灌漑施設を 

核とした地域づくり 

に活用されることが 

期待されています。 

令和 4 年 11 月 26 日(日)に恩田ふれあいセンターで「常盤湖の歴史」について講演が開か

れる予定です。ご興味のある方は、恩田ふれあいセンターにご確認ください。 
※【世界かんがい施設遺産】建設から 100 年以上経過し、歴史的・技術的・社会的価値のある灌漑施設を登録 

                                                                                                                                     

         

                       

 

 

 

◆今後の予定◆ 

１０月２４日(月)  学力定着状況確認問題(１年)   １１月１８日(金)    参観日、うべ授業の日 

１０月２９日(土)  文化祭 1 日目          １１月２２日・２４日  期末テスト 

１０月３０日(日)  文化祭２日目          １１月３０日１２月１日 ３年三者懇談会 

１１月 ９日(水)  習熟度テスト          １２月 ２日(金)    マラソン大会 

１１月１２日(土)  常盤中見学会(小学 6 年生対象) 

１１月１６日(水)  進路説明会(３年) 

◆令和４年度 文化祭について◆  
 令和４年度校内文化祭を１０月２９日（土）・３０日(日)に開催します。コロナ禍の影響で今年度

の文化祭も昨年同様以下のとおりとしますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。  

①１０月２９日（土）に学年毎の合唱発表を行う。自分のお子さんが発表する時間のみ、希望される 

保護者の鑑賞を可とする。 

②１０月３０日（日）の体育館における発表については、原則、生徒及び教職員のみで実施する。 

ただし、自分のお子さんが発表される時間のみ希望される保護者(各家庭 1 名)の鑑賞を可とする。 

③午前中の開催とし、バザーは実施しない。 

④校舎内の展示については、時間を設定して開放する。 

 

農林水産省 HP より 

一部抜粋 


